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は じ め (= 3＼タ
最近,環境の保全が問題になっているが,現在の 〝環境床全′′の考え方に対して農山村の

住民が異和感を抱いていることは事実である｡農山村の住民にとっては,都市の住民のいう

自然は ''生産を営なんでいる場所′′なのであり,それに関係しない限り生活していけない場

所なのである｡それらの場所を保全しろ,手をつけるなというのを聞くとき,農山村の住民

としてはやり切れない気拝になっている｡もちろん,人間の生活環境を破壊することには,

農山村の住民も強く反対しているが,現在のもっとも大きな環境破壊は産業廃棄物によって

いるか ら,したがって環境破壊に歯止めをかけるのは都市部での方が先でないかと考えてい

る｡そ して,都市部において今なお無計画的に老木が伐採され,地表がブル ドーザーによっ

てかきむしられて,団地や工場などが形成されていき,それについては問題にしていく姿勢

があまりみられないとき,環境保全について農山村のみが強いしわよせを受けていることに

強い怒 りを感じている｡

そして,それと同じレベルにおいて,都市の住民が自然休養するための場所を当然のこと

として農山村に公共的という名のもとに残させるという考え方にも,強い反発を感じている｡

人間の生活のために日常的環境を好ましいものにしていく努力をしない限 り,自然との接

触も無意味であろうし,日常的環執 ま J'便利なF'人工的環掛こしておいて,レク1)エーショ

ソ空間として,日常的生活と離れた山村に 〟自然的な聖域′′を残せばよいと考えることは,

都市住民のエゴイズムに過ぎないであろう｡

たしかに,都市には多数の人が住み,農山村には少数しか住んでいない｡といって少数者

の山村住民の生活空間を,多数者である都市住民が自由にしてよいものであろうか｡

''便利5''を発展の基準とした現代文明では,都市が農山村に対して優位に立っているこ

とは否めない｡それだけに優位者が劣位者の犠牲において利益を享受していくことを〟公益〟

などという大義名分のもとに許してよいとは思えない｡

といっても,現在,都市住民が自然に援することは必要なのであり,したがって,自然を

享受し,森林を休養的に利用していくことを,山村住民の犠牲という形ではなくて,実行さ

せていかなくてはならない｡そして,そのような森林の自然休養的利用については,国民経

済的な立場で処理していくことが強く望まれる｡

しかし,現在ではそうではなくて,それが私経済の範囲で処理されているために,大資本

がいわゆる JIレジャー産業〟に参入してきており,農山村の林地の大面積的な買占めさえ進

んでいる｡
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もちろん,国民経済的な立場が皆無なわけでなく,国有林は 〟自然休養林′′を開設し,各

県も J'県民の森〟や LL県民広場"などを設置してはいるが,現在のところ,それらは単なる

デモソス トレーションにすぎず,森林の自然休養的利用を積極的に担うものとはなり得てい

ない｡

このように混沌としている森林の自然休養的利用の現状において,山村住民の側で,森林

休養利用を私経済的な立場で収入源としてみていき,所得を高めていこうとする考えがでて

きた｡すなわち,山村でも,自然休養に訪れてくる人々から収益をあげていき,今まで第 1

次産業のみに依存してきていた産業構造を多様化して,農山村の経済力を向上させようと考

えるようになってきた｡このような考え方は,観光立県を志向している長野県の場合には,

とくに一般的なものになろうとしてきている｡

といっても,森林の自然休養的利用の現状をみるとき,その収益化はかなり難かしいよう

に思える｡というのは,

イ) わが国では土地の重複的利用が慣習化しており,レク1)エーショソ的利用のためで

あれば,山林原野の立入りは一般に自由であること

ロ) 自然は無依であるという考えが一般的であること

-) 利用者である都市住民も自然そのものに代価を支払 う意図のないこと

などの現実から,それを直接に私経済的な収益に結びつけるには難かしいと考えられるから

である｡

しかし,利用者さえあれば,この森林の自然休養的利用を私経済的に収益化していくこと

はかまわない ことであり,社会全体として国民経済的な森林の 自然休養的利用 (国有林の

〟自然休養林′′や 〟県民の森′= 市̀民の森〟など)を拡大していく一方,山村住民による森

林の自然休養的利用の収益化が大資本によるレジャー産業とならんで存在し得るであろう｡

この小論は,山村住民が展開していけると思われる収益的な森林の自然休養的利用につい

ての考えをまとめたものであるが,

長野県林務部の小林芳香氏,林昭夫氏,大住昭次氏

浪合村前村長の塩沢匡-氏

ボルグソド設計事務所の八木粂太郎氏

などとの討論,ならびに信州大学農学部森林経理学研究室においての討論が基礎となってい

る｡これらの方がたならびに諸整理などに御助力をいただいた田中みのり嬢に対して,厚 く

お礼を申し上げる次第である｡

§1 森林の 自然休養的機能

森林は 〟人間性の回復〟に有効であるといわれている｡人間性とは 〟人間の生命の尊重を

基本的原理'′3)としており, LJ人間の自然〝3)という意味をふくんでいるoLたがって 一J人間

性の回復〟とは 〟人間として自然にかえる′′ことであると考えてよかろう｡たしかに 〟美し

い縁の光に包まれ,柔らかい芝草の露を踏み,ほとばしり出る山川の音を聞き,嚇快な小鳥,

穏和な獣,麗しい花々を眺める時,神経のもつれは整えられ,洗源せられて,いうにいわれ

ぬ爽やかさを覚える′′4)のであり,森林の存在はそれらの効果をより豊かにするだけに,蘇
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林のこれらの機能は高く評価されなければならない.

一般に,森林が自然休養の対象としてみられる場合,風景のなかの森林としてとらえられ

てきており, 〟森林は風景を構成するもっとも重要な要素′′5)という視点から,自然風景論と

して論 じられてきた｡5･6) しかし,森林が自然休養的機能を発揮するのは,むしろ林内にお

いてであり,林内での接触がきわめて有効であると思われるだけに,林内や林縁において森

林と直接に接したときの状況をとりあげる必要がでてきた｡

森林を自然休養的に利用していく場合に期待される森林の効果は 〟森林の風致的効果′′で

あるが,林内での森林風致では,全感覚的な風致体験がとりあげられ,林外からの森林風致

では視覚性が純化し,絵画的風景がとりあげられることはすでに 明らかにしたところであ

る7)0

視覚性が純化して風景美として意識される森林風致は古くからとりあげられており,現在

でも 〟森林の休養的利用〟といった場合に これが意識され,〟すぐれた風景地′′ということ

がす ぐに条件として考えられがちである｡たしかに,遠隔地からの利用者をひき寄せるため

には 〟すぐれた風景〟は主要な要素になるが,これからむしろ評価されていくのは林内での

森林風致効果であろう｡

人間性の回復が自然にかえることにあるとすれば,自然との直接的接触が必要なのであり,

全感覚的に森林風致を享受していくことが必要なのであって,単に視覚的に美しい風景とし

てとらえるものであってほならないのである｡

§2 自然休養に対す る欲求

自然休養に対して都市住民がどのように考えており,どの程度に欲しているのであろうか｡

現在,都市労働は単調なものとなってきており,週休制のリズムに組込まれている｡そし

て,わが国の〟長時間労働〟に対しての外国からの批判ならびに若年労働者を中心とする労

働者白身の要求から, J'労働時間の短縮′′が行なわれようと しており,週休2日制が話題に

なってきている｡このように比較的長く週末に余暇時間がとれるようになったことから,よ

り多様的なレクリエーション活動に用いられる条件はととのいつつあるが,実際には,現在

の労働条件下にあっては,｢イチゴロ (ごろ寝),ニテレ (テレビ),サンバチ (パチンコ)｣

で週末を過して,もっぱら疲労の回復にあてられているのが現状なのである｡高密度で人工

●的な環境下で,単調な労働や精神労働に従事している人々にとって,休日に戸外レクリエー

ションを行なうことは好ましいこととされているが,市街地にあってはそれも手軽に行なえ

るわけではなく,かつては身近な戸外生活空間であった道路も,完全に自動車によって占有

されてしまったため,日常的には利用できなくなってしまっている｡また,伝統的な都市生

活に組込まれていた郊外行楽は次第に遠距離地へとその対象地を移すようになってきており,

交通費負担が増大するので,以前ほどには数多くの利用も不可能となってきている｡

それだけに,自然に対する欲求も増大してきており,1年に1回か2回という割合で,逮

出の旅行が行なわれるようになっている｡そして "DiscoverJapan"にみるごとく,多数の

大衆を旅立たせている｡

三村9)はレクリエーションについての積極性の段階について次のように述べている｡
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イ) 休息的段階 :とくに意識的に働きかけることの少ない段階

全体として消極的で 〟何もしないでブラブラしている′′状態

ロ) 受動的選択段階 :与えられる条件を選択するにとどまる段階

手軽で身近に入手できるものを思いつき的に選ぶ 〟ひまつぶし〝

-) 積極的選択段階 :自ら必要な条件を求める段階

既成の枚会を積極的に選択する 〟気ばらし〝,いわゆる消費性娯楽が中心

ニ) 実践的追求段階 :自ら体験し,初歩的な創造を行なう段階

自ら参加し体験する機会そのものをつくり出す｡相当の経験 ･組織 ･準備などの蓄積

を必要とする

ホ) 自発的活動段階 :専門的レベルまで継続的に追求し, その成果を自発的に社会に還

元する段階

レメリエーショソが人間の自発性に扱ぎしている限りに お い てイ)段階か らホ)段階-

と展開していくという考えには同意できる｡そして,個人的レベルでみると,イ)段階から

ホ)段階のすべての段階が現在においてみられる｡しかし,それを社会的にみると,さまざ

まな条件によって抑圧されて,ロ)段階から-)段階-の移行期にあると考えられ,各家庭

の家計内でのレクリエーション経費が増大してくるとともに, 〟自然地-の行楽′′が大衆的

なひろがりを示すようになってきている現状である｡

しかし,このような 〟自然地での行楽′′, 〟自然地でのレクリエーショソ 〟も大観光資本に

よって 〟開発′′されたレジャー施設において行なわれるようになってきてお り,これらの資

本によってつくり上げられたお仕着せの 'J休養〝,JJレクリエーション〟を享受 している場合

が多い｡そして,〟消費者が,かつては保持していた消費者であると同時に,そうした消費

様式の創出老であるという役割は次第に後退し,それにとって代るに,レジャー産業が消費

様式の決定に大きな力をもつようになった〝9)のである｡

このような画一的な,組織された自然休養は,観光資本にとっては合理的な,収益性の高

いものであるが,休養するものの側からみると各人の創造性や積極性を否定するものであっ

て,自然休養に対する欲求を完全に充たすものではない｡しかし,このような様式がますま

す一般的になってき,マスコミを通じての宣伝によってこのような様式が定着すると,その

ような様式のみが自然休養だろうと理解され,また,そのようでないと安心 しないようにも

見受けられる｡すなわち,都市の住民は一見自然を享受しているようで,実際には自然と放

れたところで,自然の危険のおよばないところで安心しているようである｡自然はきびしく

非情である｡したがってなまの自然は人間にとっで決よいものではなく,不用意に身をゆだ

ねると,それはただちに遭難などにつながり,自然のきびしいしっぺい返しを受取るのであ

る｡そうであるから,I/なまの自然に美しさを兄いだし, 山野のレクリエーションにのりだ

していけるためには,とうぜん,自然の危険にうちかつだけの技術を手にすることが前提に

なる〝｡19)それだけに,自然休養に対しての一般市民の欲求が現在の状態であるような現状で

は, 〟森林内に入り,自然と直接的に対話し,人間性を回復する〝ような欲求は,まだ少な

いのであり, 〟人間性の回復〟のための 〟森林休養的欲求〟を私経済的な収益の対象にする

には,利用者はまだ少ないと考えざるを得ない｡
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§3 自然休養的林業の利点と問題点

自然休養的林業はまだ未成熟であるが,これから展開していくべき方向として期待されて

いるところが多い｡というのは,第1次産業に対して基本的に絶望している山村住民にとっ

て第 3次産業的色彩の濃い自然休養的林業に期待しているからである0

1 自然休養的林業の利点

自然休養的林業の利点として あげられることは, 〟経済的-所得的′′な問題を主としてお

り,農山村の経済的な劣位性からの脱出を志向する視点から利点と考えるものであるO

イ) 資源の開発

農山村は自然の恩恵によって,森林,河川,渓谷,山岳,高原,沼などが存在している｡

これらはすく中れた自然休養資源であるが,資本のないものにとっては宝の持ちぐされであっ

て,山村においてほそれらが過疎化の進行とともに荒廃しようとしている0

山村においては,開発していくべき有用な資源としては,自然そのもの以外になく,人口

の流出が急速に進んでいるような地域にあっては,自然休養的開発を進めることは必要なこ

とであり,また有効であるようにも思える｡しかし 〟開発〟が安易に進められると,地域か

らの住民の脱出はより激しくなるばか りであり,折角開発した施設も結局は村外の大資本に

吸収されてしまい,その地域はまったく他者のものになってしまうという場合もしばしば衣

られるところである｡したがって,このような ''開発〟にならないように充分な注意が払わ

れなければならない｡

そのようなことを充分に考慮して,これらの自然資源を開発し,地域の有効資源として自

然休養的に活用していくことは地域にとって有利であり,人材のUターン現象がみられ始め

た現在,人材の有効的活用にもつながり得るであろう｡

ロ) 地域産業や地域文化の起爆剤

森林の自然休養的利用を拡大していくには,訪問者を増加させていかなくてはならない｡

そのためには,地域内で住民の生活と結びついた産業や文化を育成していかなければならな

い｡すなわち,地域外からの訪問者は単なる自然,放置されたままでの 自然ではなくて,

JJ人間の生活と結びついた自然 (l'半自然′′19))′′に親しみを感じているのであるoそして,也

域住民の生活と結びついていない自然であると,それは地域的特性をもたないだけに,その

地域の人々によって行なわれる意味もないままに,結局は大資本 (観光資本)によって収奪

されていく途をひらくにすぎないであろう｡

大資本による土地収奪から地域を守っていくためには,地域に安定した産業や文化を定着

させる以外にはないのであり,そのような地域の産業や文化の再構成のための手がかりとし

て, 〟森林の自然休養的利用〝ほ位置し得るのである｡

-) 地域経済の充実

一般に,山村経済は単純であり,したがって,そのために社会的推移に対して適応しにく

く,つねに経済的に不利な位置におかれていた｡このような状況下で,自然休養的林業を展

開することによって,

今まで販売ルー トをもっていなかったものの商品化が進むようになり,
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第3次産業的にサ-ビスが売れるようになる

などの経済上 (所得上)の利点,とくに経済構造を多様化して地域経済に厚みをもたせるこ

とが主なねらいであり, このような利点が高く評価されて, 〟森林の自然休養的利用〟が行

なわれるのである｡

2 自然休養的林業の問題点

所得的視点からでなく,主として生活環境の視点からみた場合,自然休養的林業はいろい

ろな問題点をふくんでいる｡

自然環境をそのままにしておいて, 〟自然休養的林業〟を展開していけば, このような問

題も生じないが,現状では多かれ少なかれ自然や文化を破壊して自然休養的林業が営なまれ,

また,結果として自然や文化が破壊されてしまいがちである｡

イ) 多額の資本の必要性

前述のように, 〟ありのままの自然〟を提供するだけでは, それを享受し得る利用者が少

ない現状では,所得をあげることはできないだろう｡そこで,自然を加工し,人間の休養に

有効と考えられている 〟半自然 ′/19)に改変しなければならないのである｡もちろん 〟半自然′′

といっても自然休養的利用の対象森林は自然の摂理にしたがっていることを本旨としている

が,ただ放置したままの森林では,現在では利用者を集め得ないので,何らかの施設を設置

していかざるを得ないのである｡

森林を自然休養的に利用していく場合,サービス的色彩を高めるにつれて,一般に資本額

を増大しなければならないが,現状ではそれに見合った収益が期待できるとは限らず,収益

のありそ うな施設 (実際には収益に結びつく可能性については知られていない)を設置すれ

ばするだけ過剰投資化していく可能性も高くなる｡

自然休養的林業を展開するためには,できる限り少額の出資にとどめ,なおかつ,収益性

の高い方向で経営していくことが好ましいのであるが,現在のところ,そのような方向で経

営できる可能性はきわめて低く,収益をあげていこうとするとどうしても経営が難かしくな

るであろう｡

ロ) 地域環境の悪化

訪問者が増加するにつれて,それも自家用車やバスによる訪問者が増加するにつれて,交

通もスピー ド化し,生活のテンポとあわなくなり,事故が発生しやすくなり,生活環境の破

壊が進むであろう｡

また,農山村にはその社会としての伝統と慣習とがあり,それらは徐々に変化してきては

いるが,社会的接触の急速な増大によって急激な変化が予想されよう｡そして,それは一般

に生活の破壊につながりやすい｡

このことを充分に注意しておかないと,生活をよくするために- 所得を拡大するために

- 行なったことが,かえって生活をわるくするという結果になる恐れがでてくる.

-) 自然の破壊

森林の自然休養的利用はできるだけ森林を自然状態のままで行なっていくのであるが,管

理施設や道路などのために土木的工事を必要とし,自然への干渉度合が高まり,ブル ドーザ

ーによる自然の破壊が進むし,また訪問者数が増大するにともなって,観光的色彩が増大し

周辺の自然との均衡がくずれやす くなり,地域住民との結びつきも薄 くなりがちである｡
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自然をできるだけ破壊しないように心がけてもどうしても自然の破壊がともなうことは確

かであ り, 〟農山村の豊かな縁, 美しい空気と水〟などが自然休養的林業の重要な存在基盤

であるにかかわらず,それを破壊していく可能性が高いことは否めない｡

したがって環境調節機能の一環 としての自然休養的林業でありながら,結果として,その

道になってしまうこともあり得,自然休養的林業の問題点については充分に認識しておかな

ければならない｡

お あ り に

私経済的レベルで森林を休養的に利用して いくようでは, 〟真の〝自然休養的利用はでき

ないのであり,国民経済的レベルで計画し,利用していかなくてほならないであろう｡

本論では,私経済的レベルでできるだけ有効に森林を自然休養的に利用していくことにつ

いての考えをまとめてみた｡しかし,私経済的レベルで森林を自然休養的に利用していくと,

所得をあげるという目的ではある程度は有効であろうが,その他の面では,かえって失な う

ものの方が多いのではないかと思わざるを得ないのである｡

地域 IJ開発′′のために,森林の休養的利用を計画している地域も非常に多いようであるが,

その設置にあたっては,充分な検討を行なうことが必要であると考えるものである｡
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Die Erholungsbenutzung des WaldesngdesWaldes

Satoshi SUGAHARA

SeminarderForsteinrichtung,Fakult5tderAckerbauwissenschaft,

Universit貞tzuShinshu

Zusammenfassung

DieErholungsbenutzungdesWaldesftirden"HinterenWald"kannnuramWochen-

endeerfolgtwerden.DieZahlderB田uCherfiirdenWalderholunginden "Hinteren

Wald''istnoch gering.DasFunktionierenderErholungsbemutzungen desWaldesist

schwerigindenprivatwirtschaftlichenBetriebe.

DieVorteilederErholungsbetriebeinden"HinterenWald"Bindl.

1) dieBenutzungderHilfsqudle

2) derDrtickerderregionalenlndustrieundderregionalenKultur

3) derGehaltreichtum derregionalenOkonomie.

DieNachteilederErholungsbetriebeinden"HinterenWald''sind:

1) dieNotwendigkeitdesmehrerenKapita1

2) dieZerst6mmgdersozialenregionalenUmgebung

3) dieZerst6rungdernattirlichenregionalenUmgebung.

DieErhdungsbenutzungdesWaldesistnichtimmervorteilhaftfiirdieEntwicklungen

derRegion.

Bull.ShinshuUniv.For.No.10Nov‥ 1973
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